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１ 令和３年度決算状況

 多賀城市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただくため、毎年６月と１２月の年２回、

公表しているものです。

今回は、令和３年度決算状況についてお知らせします。

２ 令和３年度各種会計決算

 市の会計は、大きく一般会計（行政の基本的な経費）と特別会計（特定の事業を特定の収入

で賄う経費）、企業会計（民間企業と同じ会計方式を利用した会計）の３つに分けられます。
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３ 令和３年度一般会計決算状況

歳入 ２８９億３，５００万円（対前年度 ６８億６，２４０万円減）

歳出 ２７６億３，６０４万円（対前年度 ７３億８，１６６万円減）
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４ 市債（借金）の現在高

  市では、学校建築や道路工事など、建設事業のための多額の費用の一定割合を借金により

賄っています。これは、一部の世代だけに負担がかかることなく、その施設を利用するすべ

ての世代に公平に負担をしてもらうためです。

  令和３年度は、市庁舎耐震対策等事業に対する総務債や、学校環境整備事業（トイレの大

規模改修やエアコン設置）、特別史跡多賀城跡復元整備事業といった教育債が主な借入れと

なっており、総額１８億１，７９０万円を借り入れました。

元金償還額が借入額を上回ったため、市債残高は１億１９８万円減少し、２２６億８，０

９３万円となりましたが、この借金は毎年計画的に返済をしていかなければならないため、

借入額が返済額を上回ることがないよう、限られた財源を有効かつ効率的に活用し、着実に

借金を減らしていくことに努めています。

５ 基金（貯金）の現在高

基金（貯金）には、税収の減少や予期せぬ財源不足などを調整するための財政調整基金と、

特定の目的に係る事業を実施するために積み立てている特定目的基金があります。 

令和４年５月末の基金残高の総額は、９３億９，６５２万円となりました。 

東日本大震災復興交付金事業基金が皆減、庁舎耐震対策等事業の進捗により庁舎耐震対策

等事業基金を大きく取り崩したものの、財政調整基金に係る公営住宅家賃低廉化分の残高が

増となったことにより、令和２年度末残高と比較すると、５億４，７７１万円の増となりま

した。
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６ 健全化判断比率及び資金不足比率

  健全化判断比率は、地方自治体の財政の健全度を表す指標で、「実質赤字比率」「連結実

質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の４つがあります。

  これらの指標には、早期健全化基準と財政再生基準が設けられ、レッドカードともいえる

財政再生基準を超える場合は、国の監督の下で財政再建に取り組むこととなります。

  令和３年度決算における本市の財政健全化判断比率は、いずれの比率も基準を下回り、健

全段階であるという結果でした。

≪実質赤字比率≫

 普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を表したものです。

≪連結実質赤字比率≫

 全ての会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を表したものです。 

≪実質公債費比率≫

 普通会計における借入金の返済額等の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を表したもので

す。 

≪将来負担比率≫

 将来負担すべき借入金等の残高を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを

表したものです。 

≪資金不足比率≫

 公営企業の資金不足を指標化したもので、経営状況の深刻度を表したものです。この比率が、

経営健全化基準を超えた場合は、経営健全化計画を策定し経営改善に取り組むこととなりま

す。本市の公営企業である水道事業と下水道事業では、いずれも資金不足額は発生せず、健全

段階であるという結果となりました。
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７ 主な財政指標の推移

（１）経常収支比率

   経常収支比率とは、継続的かつ安定的に確保できる収入（市税など）が、経常的に支出

される経費（人件費や扶助費など）に使われる割合のことで、地方公共団体における財政

構造の弾力性をみることができます。

令和３年度決算における本市の経常収支比率は、昨年度より３．６％改善し、９６．０％

となりました。

市町村においては８０％を超えると財政構造が弾力性を失いつつあるとされています

が、近年、人口構造が大きく変化し、扶助費などの義務的な支出が増加しているため、全

国的に経常収支比率が高くなっている状況にあります。

全 国 市 町 村 の 平 均 値 を 超 え る 状 況 が 続 い て い ま す が 、 比 率 の 算 定 に 含 ま れ な

い 都 市 計 画 税 な ど の 財 源 も あ る た め 、 財 政 運 営 上 の 大 き な 問 題 は 生 じ て い ま せ

ん 。

（２）財政力指数

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値です。この指標は、地方公共団体の

財政力を示す指標として用いられ、この数値が大きいほど財政力が強いとみることができ

ます。通常、過去３ヶ年平均値を用いて算定されます。
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（３）実質公債費比率

借入金の返済額等の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を表したものです。比率が高

いほど危険度が高いことを意味します。一般会計等の標準的な収入額に対する借入金返済

額の比率で、過去３ヶ年の平均値を用いて算定されます。

（４）将来負担比率

将来支払っていかなければならない費用負担（借金、契約等によりその費用負担が約束

されているもの）の、現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高

いかどうかを表したものです。比率が低いほど財政圧迫の可能性が低いことを意味します。  

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準的な収入額に対する比率で算定され

ます。
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